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和解による特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社が補助参加人として参加しておりました訴訟について、本日、下記のとおり和解が成立し、

特別損失を計上することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．和解に至った経緯 

当社が以前行っていた商品先物取引業に関して、元委託者が取引当時の当社元代表取締役の

相続人らを被告として、2023 年５月 18 日付で訴額 13 億 3,221 万 9,999 円の損害賠償請求訴訟

（以下「本訴訟」といいます。）を東京地方裁判所に提起しましたが、元委託者の請求は棄却さ

れました。元委託者はこの判決を不服として、2023 年 11 月 27 日付で東京高等裁判所に控訴し

ました。 

その後、当該控訴審手続において、2024 年２月２日付で元委託者から当社に対し、訴訟告知

がなされたことから、元委託者を補助するため、当社は補助参加人として控訴審に参加しており

ましたが、この度、東京高等裁判所から元委託者（控訴人）、当社元代表取締役の相続人ら（被

控訴人）及び当社（補助参加人）に対して、和解勧告がなされました。 

当該控訴審手続きにおいて和解が成立しなければ、元委託者は今後、当社を被告として新たな

訴訟を提起することが見込まれ、その場合、訴訟が長期化し、訴訟費用も高額となる恐れがあっ

たことから、総合的に検討した結果、本日、東京高等裁判所から提示された和解勧告を受け入れ

ることとし、訴訟上の和解が成立しました。 

なお、和解にあたっては秘密保持条項が含まれているため、和解内容の詳細及び元委託者の

情報公開は差し控えさせていただきたく、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

２．業績に与える影響 

控訴審での和解成立に伴い、2026 年３月期第 1 四半期において概算 1,210 百万円を特別損失

として計上する予定です。 

 

以 上 


